
 

 

 

 

 

《競技規則》 

本競技は特別ルール及び第５３回すきっぷ２１：アオノ親子ゴルフ大会競技規則を適用する。 

 

【特別ルール】 

 １．各ホールでのストロークが１０以上になる事が確定した時点（第９打を打った時点）でボールを 

ピックアップし、次のホールに進まなければならない。（そのホールのスコアは１０と記入する） 

   これに違反した場合、失格とすることがある。 

２．ジェネラルエリアでは、６インチ以内に置き換えることができる。 

３．ペア同士のアドバイスは認める。 

 

【第５３回すきっぷ２１：アオノ親子ゴルフ大会競技規則】  

１．ＯＢの境界線は白杭、レッドペナルティーエリアは赤線又は赤杭、修理地は白線、白ロープ又は青杭を 

もってその境界を表示する。   

２．全ホール第１打がＯＢかロストボールになった場合は、特設ティよりプレーイング４でプレーしなければならない。 

     ＯＢの境界線を越え、隣接コースに飛んだ球はＯＢとする。第２打以降は打ち直しになります。 

３．１５番ホールにおいて打球がレッドペナルティーエリアに入った場合は、クリーク手前の 

赤マークのドロップエリアより１打付加してプレーすることができる。 

１８番ホールにおいてレッドペナルティーエリアに入った場合は赤マークのドロップエリアより 

１打付加してプレーすることができる。 

【ドロップエリア設置位置】 １５番＝左サイド残り約８０ヤード地点、１８番＝右サイド残り約１６０ヤード地点。 

４．距離表示杭は動かせない障害物とする。 

５．打球が送電線に当たった場合の処置は、そのストロークを取り消し、規則１４．６（直前のストロークを行った場所 

から次のストロークを行うこと）に従って、罰なしに再プレーしなければならない。再プレー時、別の球に取り替える 

  ことができる。 

６．黄色の吹流し及びカート乗り入れ誘導杭に打球が当った場合は、罰無しに打ち直すことができる。 

 

上記以外はすべてＪ．Ｇ．Ａゴルフ規則による 

 

“ ルールとマナーを守ってゴルフを楽しんで下さい ” 

“ ラウンド時間の短縮に努めて下さい ” 
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